
　
２
０
１
２
春
闘
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

く
ら
し
を
た
て
な
お
す
た
め
に
も
、
景
気

を
回
復
さ
せ
る
た
め
に
も
働
く
者
の
賃
金

改
善
が
喫
緊
の
課
題
で
す
。

　
東
日
本
大
震
災
か
ら
10
か
月
経
っ
て
も

遅
々
と
し
て
い
る
復
旧
・
復
興
。
被
災
者
の

生
活
と
生
業
の
再
建
は
待
っ
た
な
し
の
課

題
で
す
。
原
発
事
故
の
早
期
収
束
と
と
も

に
、
早
急
な
除
染
や
全
面
賠
償
も
不
可
欠

の
課
題
で
す
。

　
国
家
公
務
員
の
賃
下
げ
問
題
は
、
震
災

復
興
財
源
と
い
う
衣
が
は
が
れ
、
消
費
税

大
増
税
と
社
会
保
障
改
悪
の
「
人
身
御
供
」

で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
き
ま
し
た
。

　
国
公
一
般
は
、
国
公
労
連
や
ナ
シ
ョ
ナ

ル
セ
ン
タ
ー
・
全
労
連
に
結
集
し
て
、
賃
下

げ
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
労
働
者
の
賃
金

の
底
上
げ
、
労
働
者
派
遣
法
の
抜
本
改
正
、

Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
や
消
費
税
増
税
反
対
、
震
災

復
興
な
ど
国
民
的
課
題
で
の
要
求
の
前
進

に
む
け
て
と
り
く
み
ま
す
。

　
野
田
内
閣
が
12
月
24
日
に
閣
議

決
定
し
た
12
年
度
予
算
案
。
年
金
支

給
額
の
１
・
２
％
削
減
、
大
企
業
減

税
や
富
裕
層
減
税
の
温
存
、
建
設
中

止
を
掲
げ
た
八
ツ
場
ダ
ム
推
進
な

ど
「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
か
ら
人
へ
」
を

は
じ
め
と
す
る
09
年
度
総
選
挙
で

掲
げ
た
民
主
党
の
公
約
は
総
崩
れ

で
す
。「
４
年
間
上
げ
な
い
」
と
し
た

公
約
裏
切
り
の
消
費
税
大
増
税
と

社
会
保
障
削
減
の
一
体
改
悪
は
「
ネ

バ
ー
・
ネ
バ
ー
・
ネ
バ
ー
・
ネ
バ
ー
・

ギ
ブ
ア
ッ
プ
。
私
は
大
義
の
あ
る
こ

と
を
諦
め
な
い
」
と
野
田
首
相
。
野

田
内
閣
の
支
持
率
急
落
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
国
民
不
在
の
政
治
に
対

す
る
国
民
の
怒
り
が
広
が
っ
て
い

ま
す
。

　
力
を
合
わ
せ
れ
ば
流
れ
を
変
え
ら
れ
る

情
勢
で
す
。
あ
な
た
も
国
公
一
般
に
加
入

し
て
、
職
場
と
く
ら
し
、
地
域
を
守
る
12
国

民
春
闘
の
た
た
か
い
を
一
緒
に
す
す
め
ま

し
ょ
う
。
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国家公務員一般労働組合

（１）

霞が関
 メモ

　
　

激
動
の
年
が
明

け
た
。
マ
ス
コ
ミ
は
、

早
け
れ
ば
４
月
に

も
総
選
挙
か
と
報

じ
て
い
る
が
、
労

働
者
・
国
民
の
信

を
失
っ
た
政
権
に

未
来
は
な
い
、
と
思
う
▲
今
年
こ
そ
、

働
く
者
が
報
わ
れ
る
社
会
に
向
け
た
一

歩
を
踏
み
出
す
年
に
し
た
い
。
そ
の
た

め
に
は
、
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
世
界
的

に
広
が
っ
て
い
る
１
％
の
富
裕
層
の
た

め
の
政
治
を
転
換
し
、
99
％
を
大
切
に

す
る
政
治
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
▲

97
年
以
降
、
民
間
労
働
者
も
公
務
員
労

働
者
も
賃
金
の
マ
イ
ナ
ス
が
続
い
て
い

る
。
１
年
間
働
い
て
も
年
収
が
２
０
０

万
円
以
下
の
労
働
者
は
１
千
万
人
超
で
、

非
正
規
労
働
者
は
１
７
０
０
万
人
を
超

え
て
い
る
▲
そ
の
一
方
で
、
資
本
金
10

億
円
以
上
の
大
企
業
の
内
部
留
保
は
２

０
１
０
年
度
末
で
２
６
６
兆
円
と
増
加

の
一
途
。
97
年
以
降
の
「
構
造
改
革
」

と
「
成
長
戦
略
」
の
政
治
に
よ
っ
て
大

企
業
に
は
最
大
利
潤
が
も
た
ら
さ
れ
た

が
、
労
働
者
・
国
民
に
は
貧
困
と
格
差

が
拡
が
っ
た
▲
成
長
が
止
ま
っ
て
い
る

日
本
だ
が
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
５
０
０
兆
円

を
超
え
て
い
る
。
こ
の
富
を
大
企
業
や

資
産
家
に
集
中
す
る
の
か
、
広
く
国
民

に
再
配
分
す
る
の
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。

国
民
春
闘
で
政
治
の
役
割
を
正
す
た
た

か
い
の
輪
を
広
げ
た
い
。

悩まずに、あきらめずに

さあ、国公一般へ

賃
下
げ
・
消
費
税
増
税
許
さ
な
い

民
主
党
の
公
約
違
反
に
広
が
る
国
民
の
怒
り

減らそう　霞が関の残業！

　
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
健

康
状
態
に
つ
い
て「
不
調
」

「
通
院
加
療
中
」
と
回
答

し
た
人
が
35
％
に
も
の

ぼ
り
ま
す
。
ま
た
、
疲
労

や
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
て

い
る
と
回
答
し
た
人
は

59
・
２
％
と
約
６
割
。
そ

の
主
な
原
因
は
「
職
場

の
人
間
関
係
」33
・
３
％
、

「
仕
事
の
量
が
多
す
ぎ
る
」

28
・
３
％
、「
通
勤
ラ
ッ

シ
ュ
・
長
時
間
通
勤
」
18

・
６
％
、「
残
業
・
休
日

出
勤
な
ど
長
時
間
労
働
」

16
・
７
％
。
さ
ら
に
、「
体

の
具
合
が
悪
く
て
休
み

た
か
っ
た
が
休
め
な
か

っ
た
こ
と
が
あ
る
」
と

回
答
し
た
人
は
44
・
９

％
と
半
数
近
く
に
。
こ

の
状
況
を
早
急
に
解
決

す
る
対
策
が
求
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

通院加療中・健康不調が35％

③

2012春闘
スタート
2012春闘
スタート



国
家
公
務
員
の
賃
下
げ
が
万
一
強
行
さ
れ
る
と

医
師
・
看
護
師
の
確
保
に
大
き
な
支
障

●こっかこうむいんいっぱんろうどうくみあい （２）

期
間
業
務
職
員
の
３
年
目
以
降
は
？

労働相談メール労働相談メール

★ひとりで悩まず
　相談ください

soudan@kokko.or.jp

　

Ｑ
　
現
在
、
期
間
業
務
職
員
と

し
て
働
い
て
い
る
も
の
で
す
。
期
間

業
務
職
員
に
つ
い
て
は
、
２
回
ま
で

更
新
が
さ
れ
る
と
聞
き
ま
し
た
が
、

そ
う
な
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
３

年
目
以
降
は
ど
う
な
る
の
で
し
ょ

う
か
？

　

Ａ
　
２
０
１
０
年
10
月
に
導
入

さ
れ
た
期
間
業
務
職
員
制
度
は
、
勤

務
時
間
が
常
勤
職
員
の
４
分
の
３

を
超
え
る
非
常
勤
職
員
を
対
象
と

し
た
制
度
で
す
。
雇
用
（
任
用
）
期
間

は
、
会
計
年
度
（
４
／
１
～
３
／
31
）

の
範
囲
内
で
定
め
ら
れ
ま
す
が
、
そ

の
採
用
は
原
則
公
募
と
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
①
採
用
さ
れ
る
仕
事
の
内

容
が
高
度
な
知
識
や
技
能
等
を
必

要
と
す
る
場
合
、
離
島
そ
の
他
の
へ

き
地
で
勤
務
す
る
場
合
や
緊
急
に

採
用
す
る
こ
と
が
必
要
な
場
合
な

ど
で
、
公
募
で
の
採
用
が
難
し
い
場

合
は
、
公
募
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
可

能
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
②
期
間
業
務
職
員
と
し
て

の
経
験
か
ら
能
力
の
実
証
を
判
断

で
き
る
場
合
は
、
公
募
に
よ
ら
な
い

こ
と
が
可
能
で
す
が
、
そ
の
場
合
の

更
新
は
原
則
２
回
ま
で
を
限
度
と

す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
従
っ
て
、
２
回
更
新
さ
れ
て
期
間

業
務
職
員
と
し
て
働
い
た
場
合
で
も
、

３
年
目
以
降
に
つ
い
て
は
原
則
公

募
と
な
り
ま
す
。
当
然
の
こ
と
で
す

が
、
本
人
が
再
度
応
募
す
る
こ
と
は

可
能
で
す
。

　
し
か
し
、
国
土
交
通
省
な
ど
一
部

の
省
庁
で
は
、
労
働
組
合
の
要
求
に

背
を
む
け
、
３
年
雇
い
止
め
に
固
執

し
て
い
ま
す
。
国
公
一
般
は
、
期
間

業
務
職
員
も
含
む
非
常
勤
職
員
制

度
の
改
善
を
め
ざ
し
て
引
き
続
き

と
り
く
み
ま
す
。
あ
な
た
も
国
公
一

般
に
加
入
し
て
一
緒
に
と
り
く
み

を
進
め
ま
し
ょ
う
。

過
酷
な
看
護
師
の
夜
勤
実
態

全
医
労

　
全
医
労
は
国
立
病
院
で
働
く
職
員
で

作
る
労
働
組
合
で
す
。

　
い
ま
、
国
立
病
院
は
も
ち
ろ
ん
、
医

療
機
関
は
ど
こ
で
も
、
医
師
・
看
護
師

不
足
が
深
刻
で
す
。
私
た
ち
は
、
「
国

家
公
務
員
賃
下
げ
法
案
」
が
万
が
一
に

も
成
立
し
た
場
合
に
、
国
立
病
院
機
構

に
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
と
て
も
危
惧
し

て
い
ま
す
。

　
も
し
、
賃
下
げ
が
強
行
さ
れ
れ
ば
、

民
間
病
院

に
人
材
が

流
れ
て
し

ま
い
、
国

立
病
院
の

医
師
・
看

護
師
を
は

じ
め
と
す

る
職
員
の

確
保
に
大

き
な
支
障

を
き
た
し

ま
す
。

　
私
た
ち

は
、
国
公

労
連
・
国

公
一
般
と

と
も
に
、

反
対
の
運

動
を
強
化

し
て
い
ま

す
。

　
さ
て
、
霞
が
関
も
「
不
夜
城
」
と
言

わ
れ
ま
す
が
、
病
院
は
文
字
通
り
、
い

つ
で
も
「
不
夜
城
」
で
す
。
特
に
、
看

護
師
に
夜
勤
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
国
立

病
院
看
護
師
の
夜
勤
実
態
を
漫
画
に
描

い
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　
国
立
病
院
の
看
護
師
の
勤
務
体
制
は

主
に
次
の
二
つ
が
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ

も
、
２
人
か
３
人
の
看
護
師
で
50
人
近

く
の
入
院
患
者
さ
ん
を
看
て
い
ま
す
。

　
一
つ
は
、
三
交
替
制
勤
務
で
、
①
日

勤
②
準
夜
勤
（
夕
方
か
ら
深
夜
12
時
過

ぎ
ま
で
）
③
深
夜
勤
（
12
時
過
ぎ
か
ら

明
け
方
ま
で
）
。

　
も
う
一
つ
は
二
交
替
制
勤
務
（
①
日

勤
の
後
②
夜
間
の
準
夜
勤
と
深
夜
勤
を

連
続
し
て
働
く
最
長
16
時
間
勤
務
）
。

　
ど
ち
ら
も
過
酷
な
勤
務
で
あ
る
こ
と

に
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
、

超
勤
を
し
な
い
た
め
の
交
代
制
勤
務
な

の
で
す
が
、
看
護
業
務
に
追
わ
れ
、
定

時
に
帰
り
た
く
て
も
、
帰
れ
な
い
の
が

実
態
な
の
で
す
。

　
　
　
（
全
日
本
国
立
医
療
労
働
組
合
）


	2012-01-11の1面ブログ用
	2012-01-11の2面ブログ用

